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インフルエンザ感染時の報告について 

 

日ごろから、学校保健の推進にご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。 

さて、今年もインフルエンザ流行の季節が近づいてきました。インフルエンザに感染した場合、出席停止となり

「発症した後５日を経過」「解熱した後２日を経過」の両方を満たす期間は登校することができません。出席停止は

欠席にはなりませんので、登校を再開する初日に「インフルエンザ出席停止連絡票」（ピンク色）をご提出ください。 

なお、昨年度同様、全児童にこの連絡票を配付させていただきますので、ご家庭で保存していただき必要時にご

使用ください。書式については、学校ホームページにも載せてあります（ご家庭で印刷されるときは、色紙でなくて

も構いません）。 

この連絡票は、保護者の方に記入していただくもので、医療機関で記入してもらうものではありません。出席停

止期間を過ぎても体調がすぐれず保護者判断で休養した期間も出席停止としますので連絡票にてお知らせください。

記入方法は裏面をご参照ください。 

受診していない場合や、インフルエンザ出席停止連絡票が提出されなかった場合は、出席停止扱いとならないこ

ともありますので、ご注意ください。 

出席停止期間や学級閉鎖期間は症状がないお子さんも外出などは控え、自宅で安静に過ごすようにしてください。

学校での感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願い致します。 

 

インフルエンザ出席停止期間早見表 

 
必ず出席停止となる期間 

解熱後２日が経過 

していれば登校可能 

発症日 
発症後 

１日目 

発症後 

２日目 

発症後 

３日目 

発症後 

４日目 

発症後 

５日目 

発症後 

６日目 

発症後 

７日目 

例 

１ 

発症後１日目に 

解熱した場合 

発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 出席停止 出席停止 登校可能  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

例 

２ 

発症後２日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 出席停止 登校可能  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

例 

３ 

発症後３日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 登校可能  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

例 

４ 

発症後４日目に 

解熱した場合 

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 
解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 登校可能 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 



 


